
堺市委託契約事務取扱要綱 
 
 （趣旨） 
第 1 条 この要綱は、本市における委託契約事務の適正かつ円滑な執行を図るため、その

取扱いについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和 22 年

政令第 16 号。以下「令」という。）及び堺市契約規則（昭和 50 年規則第 27 号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 
 （適用除外） 
第２条 建設工事に係る設計、測量等工事に関連する業務の委託契約については、工事施

行の例によるものとし、この要綱の規定を適用しないものとする。 
 （参加者の資格確認） 
第３条 契約の締結を行う課等（以下「所管課」という。）は、堺市物品調達、委託等入札

参加資格登録事務取扱要綱（平成１６年制定。次項において「登録要綱」という。）別表

に掲げる種目以外の業務を入札により委託する場合は、参加者に次の事項を確認し、必

要に応じて関係書類を提出させることができる。 
(1) 規則第３条第２号及び第３号に該当しないこと。 
(2) 参加者の経営規模及び経営状況 
(3) 当該業務に係る許可、認可、資格又は登録等の内容 
(4) 当該業務と種類及び規模をほぼ同じくする業務の履行実績 

２ 参加者が登録要綱第６条第２項の電子登録システム又は堺市建設工事・測量・建設コ

ンサルタント入札参加有資格者名簿に登録されている場合は、当該システム及び名簿に

よる確認をもって前項の規定による確認に代えることができる。 
 （入札保証金の免除） 
第４条 前条の規定による確認を得た参加者に対する入札保証金は、規則第 14 条の２第３

号の規定により免除する。 
 （指名競争入札参加者の数） 
第５条 市長は、指名競争入札参加者が当初に指名した数より減少した場合においても、

２人以上の入札参加者があるときは、入札を行うことができる。 
 （再度入札） 
第６条 市長は、開札した場合において、その最低入札価格が予定価格を超えるときは、

再度入札を行うものとする。ただし、郵送による入札を行った場合はこの限りではない。 
２ 再度入札の場合において、なおその最低入札価格が予定価格を超えるときは、入札を

打ち切ることができる。 
 （落札者がなく随意契約による場合） 
第７条 再度入札に付した後も落札者がないため、令第 167 条の２第１項第８号の規定に

より随意契約によるものとするときは、入札額の低い者から順に見積書を提出させ、契



約の相手方を決定するものとする。この場合においては、無効の入札をした者又は辞退

の入札をした者を相手方とすることはできない。 
 （入札の中止等） 
第８条 入札の執行前又は執行中において、入札を公正に執行できないと認められる事由

が生じたときは、市長は、当該入札を中断し、延期し、又は取り止めることができる。 
 （随意契約によることができる場合） 
第９条 次の各号のいずれかに該当するときは、令第 167 条の２第１項第２号の規定に基

づき、随意契約によることができるものとする。 
 (1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約するとき。 
  (2) 医療、歯科診療、調剤又はこれらに準ずるものを目的とするとき。 
  (3) 訴訟代理又はこれに類するものを目的とするとき。 
  (4) 学術又は技芸の保護奨励のため必要な業務を委託するとき。 
  (5) 産業の保護奨励のため必要な業務を委託するとき。 

(6) 調査研究を目的とする契約で、能力、技術、信用、手法等について適当な者を相手方

とするとき。 
(7) 公益事業の用に供するため必要な業務を委託するとき。 
(8) 委託業務が特定の者でなければ受託することができないとき。 
(9) 特殊の性質を有するとき、特別の目的があることにより相手方が特定されるとき、又

は特殊の技術を必要とするとき。 
(10)設備、機械等の保守点検を目的とする契約で、当該設備、機械等を設置又は納入した

者を相手方とするとき。 
(11)複数単価で、かつ同一業者と契約をする必要があるとき。 
(12)その他契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。 

第 10 条 次の各号のいずれかに該当するときは、令第 167 条の２第１項第６号の規定に基

づき、随意契約によることができるものとする。 
 (1) 打ち切った委託業務を再委託するとき。 
  (2) 関連業務等を履行させるとき。 
  (3) 契約時期を失するとき。 
  (4) その他競争入札に付することが不利と認められるとき。 
 （統一交渉） 
第 11 条 随意契約によることができる契約に関する規則（昭和 57 年規則第 49 号。以下「随

契規則」という。）第２条又は前２条の規定により随意契約によることができる契約のう

ち、所管課の異なる数個の業務を同一の相手に委託しようとするものについては、一括

して交渉することが有利と認められるときは、一課が代表して交渉することができるも

のとする。 
 （入札及び契約の一本化） 



第 12条 所管課又は支出費目の異なる数個の業務を一括して競争入札に付することが適当

と認められる場合には、一つの入札及び契約によることができるものとする。この場合

において、所管課を異にするときは、その協議により代表して入札事務を担当する課（以

下「代表課」という。）を定め、代表課以外の課（以下「依頼課」という。）は、入札・

契約依頼書に仕様書を添えて代表課の長に提出しなければならない。 
２ 代表課の長は、競争入札により契約の相手方となるべき者を決定したときは、入札結

果通知書により依頼課の長に通知するものとする。 
３ 前項の通知書には、相手方の見積りにより、これが得られないときは、自ら業務量、

対象面積等に基づき算定することにより落札金額を依頼課及び業務ごとに配分して作成

した一覧表及び契約書（契約を締結していないときは、契約書の案文）を添付するもの

とする。 
４ 代表課の長は、業務ごとに契約を締結し、又は一部の業務を別の契約とすることが相

当と認めるときは、前項の一覧表にその旨を付記することにより、依頼課の長に通知す

るものとする。 
（随意契約への準用） 

第13条 前条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。 
（随意契約の相手方の確認） 

第 13 条の 2 所管課は、随意契約により委託する場合は、契約の相手方に第３条第１項各

号に掲げる事項を確認し、必要に応じて関係書類を提出させることができる。 
 （比較見積書の省略） 
第 14 条 規則第 12 条第１項第４号の市長が２人以上の者から見積書を徴する必要がない

と認めるときは、次のとおりとする。 
 (1) 予定価格が 300,000 円を超えないものをするとき。 
  (2) 第 11 条の規定によるものをするとき。 
 (3) 予定価格が随契規則別表(6)の項に定める金額以下であり、かつ、堺市による障害者

就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針に基づいて障害者就労施設

等を相手方とするとき。 
(4) 令第１６７条の２第１項第４号の規定により新役務の提供を受ける契約（予定価格が

随契規則別表(6)の項に定める金額以下のものに限る。）をするとき。 
 （見積書の省略） 
第 15 条 規則第 12 条第２項第５号の市長が見積書を徴する必要がないと認めるときは、

次のとおりとする。 
 (1) 医療、歯科診療、調剤又はこれらに準ずるものを目的とするとき。 
  (2) 訴訟代理又はこれに類するものを目的とするとき。 
  (3) 法令に基づいた料金が定められていることその他の特別の理由があることにより、特

定の取引価格又は料金によらなければ契約を締結することができないとき。 



 （随意契約における予定価格の省略） 
第 16 条 規則第 24 条第３項第３号の市長が予定価格を記載した書面を作成する必要がな

いと認めるときは、次のとおりとする。 
 (1) 委託契約をすることが法令上定められているとき。 
  (2) 国又は地方公共団体と契約するとき。 
  (3) 医療、歯科診療、調剤又はこれらに準ずるものを目的とするとき。 
  (4) 訴訟代理又はこれに類するものを目的とするとき。 

(5) 調査研究を目的とする契約で、大学等学術研究機関を相手方とするとき。 
 （契約保証金の免除） 
第 17 条 規則第 30 条の２第９号の市長において契約保証金を納付させる必要がないと認

めるときは、次のとおりとする。 
 (1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約するとき。 
  (2) 医療、歯科診療、調剤又はこれらに準ずるものを目的とするとき。 
  (3) 訴訟代理又はこれに類するものを目的とするとき。 
  (4) 調査研究を目的とする契約で、大学等学術研究機関を相手方とするとき。 
  (5) 前各号に定めるもののほか、特別の事情がある場合で契約保証金を納付させる必要が

ないと認めるとき。 
 （創作物の製作業務の特例） 
第 18 条 創作性を有する物を製作することを目的とする契約については、創作案を提出さ

せ、その内容の検討により、契約の相手方を選定することができる。この場合において

は、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を選定することができる。 
２ 前項の場合においては、あらかじめ契約すべき金額を明示して、創作案の提出を求め

ることができる。 
 （委任） 
第 19 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、契約部長

が定める。 
 

附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、昭和 60 年 1 月 1 日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この要綱施行の日の前日までになされた入札その他の手続は、この要綱の相当規定に

よりなされたものとみなす。 
   附 則 
 この要綱は、平成９年５月１日から施行し、改正後の堺市委託契約事務取扱要綱の規定

は、この要綱の施行日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、



なお従前の例による。 
   附 則 
（美原町の編入に伴う経過措置） 

３ 美原町の編入の際、現に旧美原町建設工事等請負業者選定要綱（平成６年制定）第３

条に規定する入札に参加する資格を有する者については、当該編入の日から当該資格に

係る有効期間の満了の日までの間に限り、第３条の有資格者名簿に登録を受けたものと

みなす。 
   附 則 
 この要綱は、平成１７年２月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年１月７日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２４年５月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成２５年１１月２０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 


